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12 月納税強化月間の夜間窓口
日　　程 時　　間 区　　分 担当窓口 窓口番号

12月 12日㈫
13日㈬
14日㈭

午後 5時 30分
～ 8時

市税 市税務課納税グループ 14番
国民健康保険料 市国保医療助成課

保険料収納グループ 7番
後期高齢者医療保険料
介護保険料 市高齢介護課介護保険グループ 5番
市営住宅使用料 市建築課住宅管理係 19番
水道・下水道料金 市業務課給水営業係 水道庁舎３階
保育料・給食費 市教委保育幼稚園係 12番
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ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん

は
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
り

期
限
ま
で
に
納
付
で
き
な
い
方
も
い
ま

す
。

　
市
は
、
電
話
や
窓
口
で
の
相
談
は
も
ち

ろ
ん
、「
昼
間
は
仕
事
な
ど
の
理
由
で
相

談
で
き
な
い
」
と
い
っ
た
方
の
た
め
に
、

毎
月
最
終
の
木
曜
日
と
日
曜
日
に
、夜
間・

休
日
相
談
窓
口
を
設
け
て
、
相
談
を
受
け

て
い
ま
す
。

　
今
月
号
は
、
多
く
寄
せ
ら
れ
る
問
い
合

わ
せ
の
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

問
合
先　
市
税
務
課
納
税
グ
ル
ー
プ

自
主
的
な
納
付
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付
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れ
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。
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す
。

納期限を過ぎても納付書は使えるの？

ご利用いただけます。ただし、コンビニエン
スストアで納付できる期間には限りがありま
す。また、延滞金が発生した場合は、延滞金
の納付書を後日発送します。延滞金を一度に
納付できない場合は、ご相談ください

督促状、催告といった文書が来たんだけど…

どちらも納期限までに完納されなかった場合に発送
されるものです。督促状は、納期限後、一定期間内
に発送するものと定められています。文書が届いた
場合は、完納までの道筋をお聞かせください

皆さんルールに基づいて納期限までに納付
されています。原則、分割納付はできません。
なお、突発的な事情で、納付する予定だっ
たお金が無くなった際は、ご相談ください

支払いが大変なので、分割にしてほしい


